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平成１９年４月に施行された改正学校教育法により、「特別支援教育」が位置づけら

れたことを受けて、各特別支援学級では、障がいのある子供たちが自立し、社会参加す

るために必要な力を培う教育が、今日まで求められてきています。 

その間、山形県の特別支援学級担任の先生方は、児童生徒の実態や地域の実情等に応

じて、様々な実践を積み重ねてこられました。また、各学校において、特別支援教育に

関する委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名など、校内体制が整えられ

るとともに、小学校・中学校では、個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成率が、

１００％になるなど、特別支援教育の充実が図られています。 

そうした中、平成２９年に小学校・中学校の学習指導要領が告示され、特別支援学級

において実施する特別の教育課程の編成に係る基本的な考え方が新たに示されるなど、

特別支援教育の状況が変化を見せています。 

また、就学手続き等に携わる資料である「教育支援資料」（文部科学省 平成２５ 年

１０ 月）が改訂になり、名称も「障害のある子供の教育支援の手引」と改められ、令和

３年６月に文部科学省から出されました。 

こうしたことを受けて、山形県教育センターでは、「特別支援学級ハンドブック－令和

２年度版－」の一部変更、追加等を行い、令和４年度版を作成しました。 

本ハンドブックは、平成２９年度告示の学習指導要領を踏まえた学級づくり、授業づく

り等における基本的な考え方を示すことで、これまでの実践を大事にしていただきながら、

その上で、特別支援学級における指導・支援について、あらためて確認していただくため

の手がかりとなるようにと願い、作成しています。 

日常的にご活用いただき、ご意見やご感想をお寄せください。 

 

本ハンドブックが、先生方の特別支援学級担任としてのやりがいと専門性を高め、児童

生徒一人一人の健やかな成長を支えるための資料として活用されることを願っています。 

 

特別支援学級以外の先生方ともつながりながら 

学校全体で児童生徒を育てていきましょう。 

 

 

 



 

 

ハンドブックの活用に当たって 

 

〇 各項目の内容について、関連するハンドブックのページ、関連書籍等がある場合は、【ハ

ンドブックｐ〇参照】【学習指導要領ｐ〇参照】のように、参照ページを示しています。 

【参照】が示されているところについては、そちらも合わせて御確認ください。 

 

 ＜主に参照いただきたい書籍＞ 

・「小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示）」平成 30年 

・「小学校学習指導要領解説 総則編」平成 30年 

・「中学校学習指導要領（平成 29年 3月告示）」平成 30年 

・「中学校学習指導要領解説 総則編」平成 30年 

・「特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領（平成 29 年 4 月告示）」

平成 30年 

・「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則等編（幼稚部・小学部・中学部）」 

平成 30年 

・「特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）」平成 30年 

・「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）」 

平成 30年 

 

 

〇 山形県では、県が作成する文書等において「障がい」と平仮名で表記しますが、国、

文部科学省や法令では「障害」と漢字で表記しますので、引用文については原文のまま

にしています。 

〇 本ハンドブックにおいて、学習指導要領等からの引用文の文字色を変える、下線をつ

ける等で強調して示している部分は、山形県教育センターによるものです。 

 

 

このハンドブックは山形県教育センターのホームページ 

http://www.yamagata-c.ed.jp/ 

からダウンロードできます。 
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